
平成２９年９月定例月議会議案一覧 

 

議案番号 件   名 

報告 ７ 平成２８年度豊明市継続費に係る精算報告について 

報告 ８ 健全化判断比率の報告について 

報告 ９ 専決処分事項の報告について（損害賠償の額の専決処分） 

議案６６ 固定資産評価審査委員会の委員の選任について 

議案６７ 教育委員会の委員の任命について 

議案６８ 豊明市個人情報保護条例の一部改正について 

議案６９ 豊明市情報公開条例の一部改正について 

議案７０ 
豊明市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部改正について 

議案７１ 豊明市老人憩いの家条例の一部改正について 

議案７２ 平成２９年度豊明市一般会計補正予算（第５号）について 

議案７３ 
平成２９年度豊明市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

議案７４ 
平成２９年度豊明市介護保険特別会計補正予算（第１号）につい

て 

 





















報告第９号 

 

専決処分事項の報告について 

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、損害賠償の額を別添のとおり

専決したので、同条第２項の規定により議会に報告する。  

 

平成２９年８月２８日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典 



専決第４号 

 

損害賠償の額の専決処分書 

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、損害賠償の額を専決する。  

 

平成２９年 7 月 5 日専決 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

記 

１ 損害賠償額  金２２６，８００円 

２ 原   因  公用車の接触による物損事故 

３ 事故の概要 

 （１）事故の発生日時  平成２９年５月２４日 午前１０時００分頃 

 （２）事故の発生場所  豊明市栄町西大根地内 

 （３）事 故 の 経 過  上記場所において、公用車の接触により家屋の外 

壁及びフェンスが損傷したもの 

 （４）相 手 方の 損 傷  家屋外壁及びフェンス損傷 

 （５）過 失 割 合  豊明市１００％、相手方０％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第６６号 

 

固定資産評価審査委員会の委員の選任について  

下記の者は、平成２９年１１月１３日任期満了となるので、同人を再任する

ものとする。 

 

平成２９年８月２８日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典 

 

記 

住  所   豊明市阿野町 

氏  名   外 山  明 

生年月日    

 

説 明 

この案を提出するのは、地方税法第４２３条第３項の規定に基づき、議会の

同意を得るため必要があるからである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第６７号 

 

   教育委員会の委員の任命について  

教育委員会の委員兼子幸夫氏は、平成２９年９月３０日任期満了となるので、

下記の者を任命するものとする。  

 

  平成２９年８月２８日提出 

 

                 豊明市長  小 浮 正 典 

 

記 

住  所   豊明市沓掛町 

氏  名   長 山 加 代 子 

生年月日    

 

   説 明 

この案を提出するのは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条

第２項の規定に基づき、議会の同意を得るため必要があるからである。 

 



議案第６８号 

 

   豊明市個人情報保護条例の一部改正について 

 豊明市個人情報保護条例の一部を改正する条例を別添のように定めるものと

する。 

 

  平成２９年８月２８日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典 

 

   説 明 

 この案を提出するのは、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律

等の施行に伴い必要があるからである。



豊明市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

 

 豊明市個人情報保護条例（平成１６年豊明市条例第２５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条第２号中「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により

特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することができ、そ

れにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）」を「次

のいずれかに該当するもの」に改め、同号に次のように加える。 

ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しく

は電磁的記録（電磁的方式（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ

っては認識することができない方式をいう。）で作られる記録をいう。以

下同じ。）に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法

を用いて表された一切の事項（個人識別符号（行政機関の保有する個人情

報の保護に関する法律（平成１５年法律第５８号）第２条第３項に規定す

る個人識別符号をいう。以下同じ。）を除く。）をいう。以下同じ。）に

より特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することが

でき、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含

む。） 

イ 個人識別符号が含まれるもの 

第２条中第９号を第１０号とし、第８号を第９号とし、第７号を第８号とし、

同条第６号中「第１項及び第２項」の次に「（これらの規定を番号法第２６条

において準用する場合を含む。第３５条第２号において同じ。）」を加え、同

号を同条第７号とし、同条中第３号から第５号までを１号ずつ繰り下げ、第２

号の次に次の１号を加える。 

（３） 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経

歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見

その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するもの

として実施機関が定める記述等が含まれる個人情報をいう。 

第４条の見出し中「思想等に関する個人情報」を「要配慮個人情報」に改め、

同条中「思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる



おそれのある個人情報」を「要配慮個人情報（本人の信条及び社会的身分が含

まれる個人情報に限る。）」に改め、同条第２号中「個人情報」を「要配慮個

人情報」に改める。 

第６条各号列記以外の部分を次のように改める。 

  実施機関は、本人から直接書面（電磁的記録を含む。）に記録された当該

本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本

人に対し、その利用目的を明示しなければならない。 

第１３条第１項中第９号を第１０号とし、第８号を第９号とし、第７号の次

に次の１号を加える。 

（８） 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 

第１６条第２号中「含む。）」の次に「若しくは個人識別符号が含まれるも

の」を加える。 

第１７条第２項中「記述等」の次に「及び個人識別符号」を加える。 

第３５条の見出し中「提供先」の次に「等」を加え、同条第２号中「又は」

を「若しくは」に改め、「情報提供者」の次に「又は同条第８号に規定する条

例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者」を加える。 

第３６条第２項第１号中「第２８条」を「第２９条」に改める。 

第５９条中「第２条第４号ア」を「第２条第５号ア」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



議案第６９号 

 

   豊明市情報公開条例の一部改正について 

 豊明市情報公開条例の一部を改正する条例を別添のように定めるものとする。 

 

  平成２９年８月２８日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典 

 

   説 明 

 この案を提出するのは、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律

等の施行に伴い必要があるからである。



豊明市情報公開条例の一部を改正する条例 

 

豊明市情報公開条例（平成１３年豊明市条例第２９号）の一部を次のように 

改正する。 

第７条第２号中「その他の記述等」の次に「（文書、図画若しくは電磁的記

録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表さ

れた一切の事項をいう。次条第２項において同じ。）」を加える。 

附 則 

この条例は、豊明市個人情報保護条例の一部を改正する条例（平成２９年豊明

市条例第 号）の施行の日から施行する。 



議案第７０号 

 

   豊明市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部改正について 

 豊明市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例を別添のように定めるものとする。  

 

  平成２９年８月２８日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典    ＿ 

 

   説 明 

 この案を提出するのは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準及び子ども・子育て支援法施行規則の一部改正に伴い必要がある

からである。 

 



豊明市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例 

    

豊明市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例（平成２６年豊明市条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

第８条中「求められた場合は」の次に「、必要に応じて」を、「支給認定証」

の次に「（支給認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合にあっては、

子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号）第７条第２項

に規定する通知）」を加える。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 



議案第７１号  

 

   豊明市老人憩いの家条例の一部改正について  

豊明市老人憩いの家条例の一部を改正する条例を別添のように定めるものと

する。 

 

平成２９年８月２８日提出  

 

            豊明市長  小 浮 正 典      

 

   説 明 

 この案を提出するのは、本郷小規模老人憩いの家を廃止するため必要がある

からである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   豊明市老人憩いの家条例の一部を改正する条例  

 

 豊明市老人憩いの家条例（昭和５０年豊明市条例第４号）の一部を次のよう

に改正する。  

 別表本郷小規模老人憩いの家の項を削る。  

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第７２号  

 

 

 

 

 

平成２９年度  

 

 

豊明市一般会計補正予算書（第５号）   

 







































議案第７３号  

 

 

 

 

 

平成２９年度  

 

 

豊明市国民健康保険特別会計補正予算書（第１号）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















議案第７４号  

 

 

 

 

 

平成２９年度  

 

 

豊明市介護保険特別会計補正予算書（第１号）  
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